
リンク先ホームページ連絡票 

 

大和市ホームページにバナー広告を掲出する際、リンク先ホームページのアドレス（URL）は次のとおりです。 

 

リンク先ホームページ 

のアドレス 
 

 

 

※設定できるアドレスは一つです。間違えの無い様、コピーアンドペースト機能などを使用して欄内に記入してください。 

※リンク先ホームページに公序良俗に反する内容が含まれる場合など、掲載をお断りする場合があります。 


